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 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 16 項の規定により、大中島

土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨届出があった。 

  平成 23 年２月 15 日 

佐賀県知事  古  川     康    

役職名 氏  名 住    所 就退任年月日 

理事 野口 照義 佐賀市諸富町大字徳富 646 番地 平成 15 年３月 31 日退任

〃 野中 一郎 〃    〃     〃   438 番地１ 〃 

〃 田中 仁市 〃    〃     〃   508 番地 〃 

〃 木村 正義 〃    〃     〃   606 番地 〃 

〃 野中 米男 〃    〃     〃   615 番地１ 〃 

〃 木村 恭介 〃    〃     〃   626 番地 〃 

〃 持永 清利 〃    〃     〃   454 番地 〃 

〃 内田 照幸 〃    〃     〃   482 番地第２ 〃 

監事 井手 幸利 〃    〃     〃   512 番地 〃 

〃 平野  功 〃    〃     〃   610 番地 〃 

〃 木村 精次 〃    〃     〃   603 番地 〃 

理事 木村 恭介 〃    〃     〃   626 番地 平成 21 年４月１日就任

〃 木村 正義 〃    〃     〃   430 番地１ 〃 

〃 野中 惣市 〃    〃     〃   637 番地１ 〃 

〃 野中 米男 〃    〃     〃   615 番地１ 〃 

〃 持永 清利 〃    〃     〃   454 番地 〃 

〃 田中 武敏 〃    〃     〃   157 番地３ 〃 

〃 木村 義 〃    〃     〃   441 番地 〃 

〃 野中 広喜 〃    〃     〃   445 番地１ 〃 
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監事 小林  稔 〃    〃     〃   469 番地 〃 

〃 木村 順治 〃    〃     〃   471 番地 〃 

〃 松永 智彰 〃    〃     〃   516 番地 〃 


